
浦安市緑の基本計画（令和４年度改定版）（素案）に対する意見と市の考え 
 

A：意見を受けて加筆・修正したもの 

B：案に意見の考え方が概ね含まれていたもの 

C：案に意見の考え方が一部含まれていたもの 

D：案に意見の考え方が反映・修正しなかったもの 

E：うち計画案に関連する質問などその他のもの  

1 

 

番

号 
分類 意見の要旨 対応 市の考え 資料該当箇所など 

１ 

第４章 

将来像の実現のた

めの施策 

Ⅱ 施策の内容 

ジャコウアゲハの生息について 

浦安市には、一部の地域では絶滅危惧種指定になっているジャ

コウアゲハが生息しており、ジャコウアゲハの幼虫は、ウマノス

ズクサしか食べません。どこにでも生えている草ではありません

が、市内には何か所かで見られます。しかし、草刈りの時にウマ

ノスズクサも幼虫も刈り取られてしまうのが残念です。草刈りの

際にウマノスズクサを残していただきたいのでご検討願います。 

Ｄ 

生物多様性を確保するため、みどりのネットワークを形成する公園や緑道

の整備・緑化の推進にあたっては、動植物の空間的な広がりやつながり、日

照条件、植栽基盤などを踏まえ地域にあった樹種の選定や生きものの生育環

境の創出を図っていきます。 

しかし、公園・緑道や沿道等の維持管理にあたっては、通行の妨げや景観

への配慮などから、定期的に除草をする必要がありますので、ご提案いただ

いた内容については、公園・緑道や沿道等維持管理をする上での参考意見と

させていただきます。 

P55 施策14 生きものの生息・

生育に配慮した緑化の推進 

２ 

第６章 

計画の推進に向け

て 

本市での中間支援

者の役割イメージ 

「本市での中間支援者の役割イメージ」についての意見 

「市の専門職員の不足」を理由に中間支援者の必要について記

述していますが、本来、市の担当職員がみどりの専門知識を得て

育っていく必要があります。市が自身の役割を外部化するのでは

なく、市が中心となって、多様な主体と連携し一緒に考えながら、

自らも学んでいく必要があります。単に器具の貸与、支援・教育

だけでなく、市が中心になったより広範な主体や機能を持つ中

核・センターを考えていく必要があります。「共創」の精神のもと、

広範な主体を集め、話し合いながら作り、その中で市の職員も育

っていけばと願っています。 

Ａ 

本市における中間支援者の役割には、器具の貸与を行うだけでなく、人材

育成などが期待されるものとなっています。 

中間支援者を設置し、市と各緑化活動団体と連携することで、市職員も含

めて各主体における人材の育成が進むことに加え、「客観的な立場として

様々な主体からの意見の集約」する役割についても想定していることから、

中間支援者に期待される内容について、以下のとおり修正します。 

「中間支援者に期待されるのは、地域活動の推進、人材育成やコミュニティ

の形成、団体への支援の質の向上、様々な主体からの意見集約、子育て支援

や健康活動などの他分野との連携、貸与内容の適正化が図られることなどが

想定されます。」  

P85 「本市での中間支援者の役

割イメージ」 

３ 

第４章 

将来像の実現のた

めの施策 

Ⅱ 施策の内容 

花苗・樹木苗の浦安市内での生産 

浦安市では、花壇・緑道のほとんどの花・樹木を外部や市外から購

入し植えています。一部の公園などでは、公園ボランティアなどが、

種をまき、苗を育成し花壇を彩っている他、樹木苗を育て植樹を行う

「浦安絆の森」づくりも行われています。今後、花苗や樹木の価格も

上がってくること、地球全体の環境、地球温暖化への対応、将来的に、

新たな産業の育成、業者の育成、福祉分野の就労活動の場の提供、み

どりのボランティアの増加も期待できます。浦安市では予算が厳しい

時だけに、浦安市内で苗の育成を行うことにより環境にも配慮すると

同時に、低コストで、「みどりがまちをみせる」、「みどりが人を育む」

という基本方針に具体的につながっていくと考えられます。 

Ｄ 

市内で花苗・樹木苗を生産することについては、生産する用地の確保、生産

する者の人材育成が難しいことから現状実施する予定はありませんので、ご

提案いただいた内容については、今後の施策を進める上での参考意見とさせ

ていただきます。 

・P51 施策９ 浦安市地球温暖

化対策実行計画に基づく

緑地の整備 

・P56 施策15 市民による緑地

維持管理活動に対する支援

の充実 

・P58 施策20 環境教育の推進 

４ 

第４章 

将来像の実現のた

めの施策 

Ⅱ 施策の内容 

公園などのトイレの洋式化とあわせた防災時にも使えるトイレの

整備 

高齢化の進展や生活様式の変化で、和式トイレを使いにくい人

がふえています。トイレの洋式化とあわせて、災害時にも使える

トイレの整備を進めてほしい。一時避難所になっている公園から

Ｃ 

トイレの洋式化は、老朽化に伴うトイレの改修などに合わせて、整備を検

討します。また、災害時にも対応可能なトイレは、指定緊急避難場所となっ

ている公園の再整備や大規模改修などに併せて整備を検討します。 

ご提案いただいた内容については、「施策６ 浦安市雨水管理総合計画と

連携した公園等の防災機能の充実」、「施策16 公園施設長寿命化計画の推

・P50 施策６ 浦安市雨水管理

総合計画と連携した公園

等の防災機能の充実 

・P56 施策16 公園施設長寿命

化計画の推進 
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番

号 
分類 意見の要旨 対応 市の考え 資料該当箇所など 

早急に実施するべきと考えます。 進」、「施策17 誰もが使いやすい公園施設などの再整備」に含まれていると

考えています。 

・P57 施策17 誰もが使いやす

い公園施設などの再整備 

・P119 公園・緑地への防災設備

設置状況 

５ 

第４章 

将来像の実現のた

めの施策 

Ⅱ 施策の内容 

公園などを高齢者、障がい者の活躍の場に 

最近では、車いすでの花植えや水やりなど花を育成できるコン

テナなどもあるので、可能な公園には積極的に導入していく必要

があります。 

Ｃ 

公園の再整備にあたっては、高齢者、障がいのある方など誰もが楽しめる公

園となるよう検討していきますので、ご提案いただいた内容については、「施

策17 誰もが使いやすい公園施設などの再整備」に含まれていると考えま

す。 

P57 施策17 誰もが使いやすい

公園施設などの再整備 

６ 

第４章 

将来像の実現のた

めの施策 

Ⅱ 施策の内容 

公園などの「熱中症対策」の推進 

夏場は、公園の利用が極端に少なくなる公園もあります。大規

模な設備は困難ですが、簡易的なミストシャワーや日よけなど、

可能な範囲、有効な範囲で導入することが望まれます。 
Ｃ 

公園や緑道などでは、歩行空間の緑陰形成により過ごしやすい公園・緑道

の形成を目指すことで、熱中症対策が図れられるものと考えます。 

また、ご提案いただいた熱中症対策の設備導入については、「施策１ 都

市公園などの新たな魅力の創出」、「施策17 誰もが使いやすい公園施設など

の再整備」に含まれているものと考え、公園施設などの整備や再整備にあた

っては、住民のニーズを踏まえた遊具や施設の見直しなどを進めます。 

・P46 施策１ 都市公園などの

新たな魅力の創出 

・P50 施策７ 緑陰をもたらす

みどりの充実 

・P57 施策17 誰もが使いやす

い公園施設などの再整備 

７ 

第４章 

将来像の実現のた

めの施策 

Ⅱ 施策の内容 

公園樹木の剪定 

・防犯上、公園樹木は地上から３ｍまでの枝剪定をお願いします 

防犯上地上から２ｍ剪定では見通しが利かない公園がある。 

 

Ｄ 

緑の基本計画は、みどりに関する施策事業の進め方や方向性を示したものと

なっています。個別の公園の植栽管理については、樹木の状況などを確認し

ながら適宜行いますので、ご提案いただいた内容については、公園の維持管

理をする上での参考意見とさせていただきます。 

 

８ 

第４章 

将来像の実現のた

めの施策 

Ⅱ 施策の内容 

公園の里親花壇への宿根草の一部導入 

昨年、宿根サルビアが配布され、越冬し今年も又きれいに咲い

た。今年はその分一年草を購入せず種から育成し安く済みました。

各公園に、３分の１を宿根草にすれば２、３年後には市の配布数

量が減り、コストの大幅減も可能はないでしょうか。 

Ｄ 

緑の基本計画は、みどりに関する施策事業の進め方や方向性を示したものと

なっています。個別の公園の花壇に植える具体的な品種については、今後も

公園ボランティアの活動団体の皆様のご意見をお聞きしながら検討します

ので、ご提案いただいた内容については、公園の維持管理をする上での参考

意見とさせていただきます。 

 

９ 

第４章 

将来像の実現のた

めの施策 

Ⅱ 施策の内容 

公園の植栽ルール 

・花木なら手入れが楽で毎年咲くもの。ふれあいの森公園のスモー

クツリー、花桃。シンボルロード等のブラシの木等。水やりもほ

ぼ不要で高齢化するボランテイア団体向けです。ムクゲなどカラ

ーバリエーションもあり、苗も安価で沢山咲き管理が楽。 

・花木の植栽ルールをつくり、市で認めていただけると嬉しいです。 

Ｄ 

緑の基本計画は、みどりに関する施策事業の進め方や方向性を示したものと

なっています。個別の公園の樹種については、今後も公園ボランティアの活

動団体の皆様のご意見をお聞きしながら検討しますので、ご提案いただいた

内容については、公園の維持管理をする上での参考意見とさせていただきま

す。 

 

10 

第４章 

将来像の実現のた

めの施策 

Ⅱ 施策の内容 

公園樹木の剪定・伐採 

・公園防犯灯が、大木の陰になり昼間でも点灯。市は、住民から

提案書が必要と言われ書いたが、夜間のみ点灯に３年かかった。 

・公園コーナーの夾竹桃（毒性あり）複数株が伐採されず。視界

を遮り交通安全上危険。規約で伐採禁止との事で10年以上放置。 

Ｄ 

緑の基本計画は、みどりに関する施策事業の進め方や方向性を示したものと

なっています。個別の公園の植栽管理については、樹木の状況などを確認し

ながら適宜行いますので、ご提案いただいた内容については、公園の維持管

理をする上での参考意見とさせていただきます。 

 



浦安市緑の基本計画（令和４年度改定版）（素案）に対する意見と市の考え 
 

A：意見を受けて加筆・修正したもの 

B：案に意見の考え方が概ね含まれていたもの 

C：案に意見の考え方が一部含まれていたもの 

D：案に意見の考え方が反映・修正しなかったもの 

E：うち計画案に関連する質問などその他のもの  

3 

 

番

号 
分類 意見の要旨 対応 市の考え 資料該当箇所など 

11 

第３章 

みどりの目標と 

基本方針 

3-3 基本方針と個

別目標 

公園の植栽定期管理 

「公園の植栽定期管理」が守られていない。実現まで自治会等

で手の届く範囲の小剪定をせざるを得ない。危険も少ない。この

程度は認めて欲しい。 

Ｃ 

本計画では、市と市民の共創によるみどりの維持管理について方向性を示し

ており、ご提案いただいた内容については、「施策の方向3-2 共創によるみ

どりの維持管理」に含まれていると考えています。 

P41 施策の方向３－２ 共創に

よるみどりの維持管理 

12 

第４章 

将来像の実現のた

めの施策 

Ⅱ 施策の内容 

公園の草刈り、落ち葉清掃 

・定期的実施されてない。市が定期的草刈りをせず、公園でダニ

が発生、活動に支障をきたしている。 

・隣接の緩衝緑地を含む草刈り、落葉等の清掃を要望します。 

Ｄ 

緑の基本計画は、みどりに関する施策事業の進め方や方向性を示したものと

なっています。個別の公園等の除草・落葉対応については、状況を確認しな

がら適宜行いますので、ご提案いただいた内容については、公園の維持管理

をする上での参考意見とさせていただきます。 

 

13 

第４章 

将来像の実現のた

めの施策 

Ⅱ 施策の内容 

公園ごみ箱の再設置の要望 

市が事前説明なく突然ごみ箱撤去したのに、今になってみどり

公園課は設置も認めないのは理解できません。市が分別ごみ箱を

数カ所設置し、市が定期回収している公園もあります。よって早

期の再設置を望みます。 

Ｄ 

緑の基本計画は、みどりに関する施策事業の進め方や方向性を示したものと

なっています。公園では原則ごみの持ち帰りをお願いしており、公園の維持

管理については、各公園の状況にあわせて行っていますので、ご提案いただ

いた内容については、公園の維持管理をする上での参考意見とさせていただ

きます。 

 

14 

第３章 

みどりの目標と 

基本方針 

3-3 基本方針と個

別目標 

既存緑地の維持管理について 

緑地の拡大整備が防災・減災に寄与するとの見解には大賛成で

ある。一方、管理が行き届いていない緑が災害発生源になること

にも留意すべきである。今後とも既存の緑地の管理に力をいれて

いただけるよう期待する。 

Ｂ 

市の管理する既存緑地については、災害発生の原因とならないよう、適宜管

理を行います。 

P40 基本方針２ 

みどりがまちをまもる 

15 

第４章 

将来像の実現のた

めの施策 

Ⅱ 施策の内容 

公園以外の市管理緑地＝防音壁内側について 

国道357沿いの戸建住宅地には、防音壁内側に市管理の緑地があ

る。そこに植わっている高木の高さは電線を大きく超え、倒木や

枝折れで電線を切断・停電とならないか台風の度に心配になる。 

今のところ市のほうでこまめに剪定していただいているが、将来

的には、喬木を灌木に植え替えていったほうがよいのではないか。 

Ｄ 

緩衝緑地については、大気汚染や騒音の防止などの目的から整備されている

ものですが、植栽管理については、状況を確認しながら適宜行います。ご提

案いただいた内容については緩衝緑地の維持管理をする上での参考意見と

させていただきます。 

 

16 

第４章 

将来像の実現のた

めの施策 

Ⅱ 施策の内容 

空家の植栽管理について 

空家が増加している。空家の場合、持ち主により植栽の手入れ

レベルの差が著しい。放置された庭木が隣家を傷つけたり、生垣

が通行の妨げになったりするリスクを考えると植栽管理に対する

インセンティブが必要と考える。空家所有者が植栽の手入れをす

る際に支給する補助金制度創設を検討してはいかがか。 

Ｄ 

現在のところ、空き家の植栽管理に関する補助金の創設をする予定はありま

せん。道路沿いや隣地沿いに設置したいけがきについては、敷地外にせり出

さないように所有者の方々へ定期的な維持管理をお願いしています。 

ご提案いただいた内容については、今後の施策を進める上での参考意見とさ

せていただきます。 

P56 施策15 市民による緑地維

持管理活動に対する支援の

充実 

 

 


